
≪中国から申請の方≫ 

福岡ＹＭＣＡ日本語科 ２００９年度春期生募集要項 

〔就学期間〕 ４月入学：１年間、２年間  １０月入学：１年６ヶ月 

〔 学  期 〕  春期：４月～９月      秋期：１０月～３月   

〔授業曜日・時間〕    月～金曜日（週５日）      ９：００～１２：５０（１時限 50分） 
                          または１３：２０～１７：１０（１時限 50分） 

〔出願受付期間〕  ２００８年８月１日（金）～２００８年１１月１５日（土） 

※募集定員に達した場合、受付をお断りすることがありますのでご了承ください。 

〔出願資格〕 
   ① 外国において１２年間の学校教育の課程を修了された方 
   ② 出願時に日本語教育機関で１５０時間以上の日本語学習歴があり、日本語能力試験４級以上の 

レベルである方 
   ③ 福岡近郊に在住の身元保証人（本校に対する保証人）がいる方 

〔 査  証 〕  就学ビザ 

〔 学  費 〕 （税込) 

 ２  年 １ 年 半 １   年 

出 願 料* ￥ 20,000  ￥ 20,000 ￥ 20,000 

入 学 金 ￥ 80,000  ￥ 80,000 ￥ 80,000 

授 業 料 ￥ 1,200,00
0 ￥ 900,000 ￥ 600,000 

施設・教材費 ￥ 120,000 ￥ 90,000 ￥ 60,000 

保 険 料* ￥ 4,000  ￥ 3,000 ￥ 2,000 

合  計 ￥ 1,424,00
0 ￥ 1,093,000 ￥ 762,000 

生活費の目安 ￥ 1,576,00
0 ￥ 1,207,000 ￥ 738,000 

滞在費の目安 ￥ 3,000,00
0 ￥ 2,300,000 ￥ 1,500,000 

     ＊ 出願料は出願書類提出時にお支払いください。 
＊ 当校では「留学生災害補償制度」加入を義務付けています。授業中や登下校中の事故 
  による傷害や賠償を補償する保険です。 

 
 
 
 
 
 
 

財団法人福岡ＹＭＣＡ日本語科 
〒８１０－０００１ 福岡市中央区天神３－４－７ 天神旭ビル２Ｆ 

ＴＥＬ:（８１）９２－７８１－７４１０  
ＦＡＸ:（８１）９２－７１２－４２２３ 

E-Mail : f-nihongo@ymcajapan.org 
HP:http://www.ymcajapan.org/fukuoka 



出願から入学まで                        
 
 出願書類を準備  

   ↓   

 
 ※提出期限… １１月１５日 

 

 出願書類と出願料（20,000円）を 
福岡ＹＭＣＡへ提出 
※出願書類に不備がある場合は、受付が 
できませんのでご了承ください。 
※締切り前でも募集定員に達した場合は、 
受付を終了しますのでご了承ください。 

      

↓   学内審査（書類審査＆現地面接） 

 入学許可書の発行  

   ↓ 

 福岡入国管理局（法務省）へ申請 《春期入学…１２月中旬頃／秋期入学…６月中旬頃》 

   ↓ 

  在留資格認定証明書の交付結果判明 《春期入学…２月下旬／秋期入学…８月下旬》 

      入国管理局→福岡ＹＭＣＡ→（海外紹介機関もしくは身元保証人）→出願者 

      ☆入学金及び学費の納入確認後、在留資格認定証明書を送付します。 

有効旅券及び在留資格認定証明書を在外 
日本公館に提出し、査証を申請 

 

   ↓   ビザ発給  

来日・来校し、入学手続きを行う 
（クラス分けテストなど）  

 
◆面接審査について 
申請者の日本での就学意志・能力を確認する為に、必ず福岡ＹＭＣＡ日本語科主催の現地面接審査を 
受けて下さい。春期入学の場合は１１月頃、秋期入学の場合は５月頃、現地面接を行ないます。 

◆学費の返金について 
学内審査に入学不許可となった場合、及び入国管理局の審査により不許可となった場合は、出願料を

除く学費を返金いたします。また、領事館等でのビザ申請時に不交付となった場合、及び来日以前に入

学を辞退した場合は、出願料及び入学金を除く学費を返金いたします。 

◆身元保証人について 
１９９７年４月より法務省に対する身元保証人制度は廃止となりましたが、福岡ＹＭＣＡ日本語科に

対しては原則として身元保証人が必要となります。つきましては、身元保証人の書類を学校宛てに提出

していただきますので、別紙をご参照の上、必要書類をご準備くださいますようお願い致します。 

◆アルバイトについて 
 当校では、入国から３ヶ月以内はアルバイトをすることを禁止しています。３ヶ月以後、学校の 
許可を得て、入国管理局で資格外活動許可証明書を取得すれば、アルバイトをすることができます。 
ただし、アルバイトはあくまで滞在費を補助するものですので、入国時に十分な資金を準備してくださ

い。 

 



 福冈 YMCA 日本语学院 2009 年招生要领  

（中国） 

 

[ 就学期间 ]   春季入学：1年，2年  秋季入学：1年 6个月   

[ 学    期 ]      春 季 班：4－9 月      秋 季 班：10月－3 月 

[ 上课时间 ]      周一至周五共五天，每天   AM   9:00 － 12:50   (50 分/課) 
                                     PM  13:20 － 17:10  (50 分/課) 

[报名接待期间 ]     2008 年 8月 1日（星期五）～2008年 10月 15日（星期三） 

[ 报名条件 ]      ①在日本以外的国家，修完 12年学校教育课程者 

②申请时，具有在日语教育机关 150 小时以上的日语学习经历，且具有日语能力考试 4

级以上的水平者 

③有居住在福冈膦郊的保证人者 

[ 签    证 ]      就学签证     

[ 学    费 ]     （单位:日元，含消费税） 

 
2 年 

1 年半 
（秋季入学时） 

1年 

报名费* 20.000 20.000 20.000 

入学金 80.000 80.000 80.000 

学费 1.200.000 900.000 600.000 

设备教材费 120.000 90.000 60.000 

灾害补偿费* 4.000 3.000 2.000 

合计 1.424.000 1.093.000 762.000 

生活费(预算) 1.576.000 1.207.000 738.000 

滞在费(预算) 3.000.000 2.300.000 1.500.000 

 

*请提交报名材料时交纳报名费。 

*请交纳学校灾害补偿制度的加入费 2，000日元/年。所谓灾害保险就是学生在学期中、 

上下学时遇到的伤害事故或者加害事故的情况下、会付给学生相应的保险金制度。 

拿就学签证的学生有义务加入灾害保险。 

 
 

 

 

 

財団法人福岡ＹＭＣＡ日本語科 

〒８１０－０００１ 福岡市中央区天神３－４－７ 天神旭ビル２Ｆ 

ＴＥＬ:（８１）９２－７８１－７４１０  

ＦＡＸ:（８１）９２－７１２－４２２３ 

E-Mail : f-nihongo@ymcajapan.org 

HP:http://www.ymcajapan.org/fukuoka 



由申请到入学                              
 

准备所需文件                    

          ↓                                   

                                                    

所需文件及报名费(20,000 日元)          ☆报名截止日⋯10月 15日（星期三） 

一起提交福冈 YMCA                    
*如果申请文件有不完备処,殊不能接待请谅解。 

*如果申请截止日前已达成招生指标,本校将 

结束招生请谅解。 

 

              ↓  入学审查考试和现场面试等 

  

 发行入学许可书 

               ↓   

申请至福冈入国管理局               《春季入学：12月中旬左右，秋季入学：6月中旬左右》 

               ↓ 

  在留资格认定证明书的结果判明       《春季入学：2月下旬，秋季入学：8月下旬》   

               ↓        入国管理局  福冈 YMCA → (中介公司或者保证人) → 报名者 

        ↓      ☆在确定交纳入学金和学费之后发行在留资格认定证明书。 

  

  持有效护照，在留资格认定证明书， 

 入学许可书向当地日本大使馆申请签证 

               ↓        取得签证 

   来日、来校办理入学手续 

（日语能力测试、新生入学教育等) 

◆关于面试审查 

为能确认申请者来日学习的意志和能力，请务必参加由福冈 YMCA主办的日语能力考试(4级程度)及面

试。春季入学的学生在 11月上旬进行面试，秋季入学的学生在 5月上旬进行当地现场 

面试。关于面试的具体事项和报名手续,请在考试的一个月前向福冈 YMCA日语科咨询。 

◆关于学费的返还 

未通过本校的招生考试者或未通过入国管理局的资料审查者，所交报名费 21、000日元将不予退还。

另外，领事馆等不准予签证的情况，或是来日之前本人谢绝入学时，报名费以及入学金不予退还，请

给予谅解。 

◆关于保证人 

1997年 4月开始日本法务省虽已废除了保证人制度，但是本学校方面原则上仍需要保证人。 

有关保证人的材料请参考别纸并且请务必提交。  

◆关于打工 

    本校，从入境日起 3 个月以内禁止打工。3 个月后，如果得到本校的许可并在入国管理局取得资格外

活动许可证明书的话，将可以打工。但是，打工只不过是对逗留费的一种补助手段，顾请务必入境时

准备好充分的资金。 



≪中国以外の国から申請の方≫ 

福岡ＹＭＣＡ日本語科 ２００９年度春期生募集要項 

 

〔就学期間〕 ４月入学：１年間、２年間  １０月入学：１年６ヶ月 

〔 学  期 〕  春期：４月～９月      秋期：１０月～３月 

〔授業曜日・時間〕 月～金曜日 (週５日)       ９：００～１２：５０（１時限５０分） 
                          または１３：２０～１７：１０（１時限５０分） 

〔出願受付期間〕 ２００８年８月１日（金）～２００８年１１月１５日（土） 

 ※募集定員に達した場合、受付をお断りすることがありますのでご了承ください。 

〔出願資格〕 

   ① 外国において１２年間の学校教育の課程を修了された方 

   ② 出願時に日本語教育機関で１５０時間以上の日本語学習歴があり、日本語能力試験４級 
以上のレベルである方 

〔 査  証 〕  就学ビザ 

〔 学  費 〕 （税込) 

 ２  年 １ 年 半 １   年 

出 願 料* ￥ 20,000 ￥ 20,000 ￥ 20,000 

入 学 金 ￥ 80,000  ￥ 80,000 ￥ 80,000 

授 業 料 ￥ 1,200,000 ￥ 900,000 ￥ 600,000 

施設・教材費 ￥ 120,000 ￥ 90,000 ￥ 60,000 

保 険 料* ￥ 4,000  ￥ 3,000 ￥ 2,000 

合  計 ￥ 1,424,000 ￥ 1,093,000 ￥ 762,000 

  ＊ 出願料は出願書類を提出時にお支払いください。 
  ＊ 当校では「留学生災害補償制度」加入を義務付けています。授業中や登下校中の事故 

    による傷害や賠償を補償する保険です。 

 

 

 

 

財団法人 福岡ＹＭＣＡ日本語科 
〒８１０－０００１ 福岡市中央区天神３－４－７ 天神旭ビル２Ｆ 

TEL: (８１）９２－７８１－７４１０   
FAX: (８１）９２－７１２－４２２３ 

E-MAIL : f-nihongo@ymcajapan.org 
HP : http://www.ymcajapan.org/fukuoka 

 



出願から入学まで                      
 
 出願書類を準備  

   ↓   

 
※提出期限…１１月１５日 
 

 出願書類と出願料（20,000円）を 
福岡ＹＭＣＡへ提出 
※出願書類に不備がある場合は、受付が  
できませんのでご了承ください。 
※締切り前でも募集定員に達した場合は、 
受付を終了しますのでご了承ください。 

      

↓   学内書類審査 

 入学許可書の発行  

   ↓ 

 福岡入国管理局（法務省）へ申請 《春期入学…１２月中旬頃／秋期入学…６月中旬頃》 

   ↓ 

  在留資格認定証明書の交付結果判明 《春期入学…２月下旬／秋期入学…８月下旬》 

      入国管理局→福岡ＹＭＣＡ→（海外紹介機関もしくは身元保証人）→出願者 

      ☆入学金及び学費の納入確認後、在留資格認定証明書を送付します。 

有効旅券及び在留資格認定証明書を 
在外日本公館に提出し、査証を申請 

 

   ↓   ビザ発給  

来日・来校し、入学手続きを行う 
（クラス分けテストなど）  

 

◆学費の返金について 
学内審査に入学不許可となった場合、及び入国管理局の審査により不許可となった場合は、出願料を

除く学費を返金いたします。また、領事館等でのビザ申請時に不交付となった場合、及び来日以前に入

学を辞退した場合は、出願料及び入学金を除く学費を返金いたします。 
 
◆アルバイトについて 
 当校では、入国から３ヶ月以内はアルバイトをすることを禁止しています。３ヶ月以後、学校の 
許可を得て、入国管理局で資格外活動許可証明書を取得すれば、アルバイトをすることができます。た

だし、アルバイトはあくまで滞在費を補助するものですので、入国時に十分な資金を準備してください。 
 

 

 

 

 



FUKUOKA YMCA JAPANESE LANGUAGE COURSES 2009 
 

[COURSE]          Starting April: 1-year, 2-year     /  Starting October: 1.5-year 

[TERM]             Spring Term: April‐September  /  Fall Term: October‐March 

[CLASS HOURS]       Monday－Friday (5 days/week)  9:00－12:50 or 13:20－17:10  

[APPLICATION PERIOD]    1st August, 2008 – 15th November, 2008  

＊ Please make a reservation before bringing application 
documents. 

＊We will stop accepting applications if applicants reach the fixed 
number. 

[QUALIFICATIONS]   1) Completed 12 years of standard schooling in one’s home country. 
2) Studied Japanese for more than 150 hours at Japanese language 

schools, and passed the 4th grade on the Japanese language 
proficiency test. 

 
[VISA STATUS]        Pre – College Student 

 
[FEES] （Tax is included） 

  
 
 
                                       

 
 
 
 
 
        

＊ Please pay the application fee when you submit your application documents. 
＊ At Fukuoka YMCA, students should join the casualty insurance system.  

It covers compensation for injury or damages by the accident during classes,  
going to school or on the way home from school. 

 
 

 
 

Fukuoka YMCA Japanese Language Courses 
Tenjin Asahi bldg.2F, 3-4-7 Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi 810-0001 JAPAN 

TEL: (81) 92-781-7410    
FAX: (81) 92-712-4223 

E-MAIL : f-nihongo@ymcajapan.org 
HP : http://www.ymcajapan.org/fukuoka 

 
 

 2 years 1.5 years 1 year 

 Application Fee* ￥ 20,000  ￥ 20,000 ￥ 20,000 

 Entrance Fee ￥ 80,000  ￥ 80,000 ￥ 80,000 

 Tuition Fee ￥ 1,200,000 ￥ 900,000 ￥ 600,000 

  Materials Fee ￥ 120,000 ￥ 90,000 ￥ 60,000 

Insurance Fee* ￥ 4,000  ￥ 3,000 ￥ 2,000 

Total ￥ 1,424,000 ￥ 1,093,000 ￥ 762,000 



 

PROCEDURES FOR ADMISSION AND VISA  
 
The applicant should prepare the documents required. 

 
   ↓ 

The applicant, the guarantor or a proxy should come to the 
YMCA with all the application documents and the application 
fee (¥20,000). 

※Dead line : 15th November  

   ↓ 

The Fukuoka YMCA issues the admission certificate.  

  ↓                               

The YMCA applies to the Immigration Bureau for a Certificate of Eligibility.   Middle of December (For spring student)  
                                     Middle of June (For autumn student) 
   ↓ 

The Immigration Bureau will notify Fukuoka YMCA of the 
result.  If permission has been granted, the certificate will be 
sent to the applicant after the applicant pays an entrance fee 
and tuition fee. 

End of February (For spring student)                   
End of August (For autumn student) 

  ↓  

The applicant applies for a visa at his or her local Japanese 
Embassy or Consulate, submits the admission certificate from 
the Fukuoka YMCA, the certificate of eligibility and the 
applicant’s valid passport. 

 

  ↓    ＊Issuing of the visa (Pre-college Student)  

The applicant comes to Japan and takes a placement test at 
the Fukuoka YMCA.  

 

◆REFUND FEES◆ 
The application fee is non-refundable in the case that you are denied admission by the Fukuoka 

YMCA, or you are denied eligibility by the Immigration Bureau.  Also, the application fee and the 
entrance fee are non-refundable in the case that you don’t or can’t get an entry visa at a Japanese 
Embassy or Consulate abroad. 
 
 
◆PART-TIME JOB◆ 

At Fukuoka YMCA, students are not permitted to do part-time jobs within 3 months of entering 
Japan.  After 3 months, if a student obtains permission from the Immigration Bureau, a student 
can work part time up to 28 hours per week. However, a part-time job isn’t the main source of 
income, so please prepare enough money before you come to Japan.  
 

 

 



후쿠오카 YMCA 일본어과 2009년도 춘기생 모집 요강 
 

〔취학 기간〕 4월 입학：1년간, 2년간  10월 입학：1년 6개월 

〔 학   기 〕  춘기：4월~9월       추기：10월~3월 

〔수업 요일・시간〕월~금요일 (주 5일)       ９：００～１２：５０（1교시/ 50분） 
                         또는 １３：２０～１７：１０（1교시/ 50분） 

〔출원 접수 기간〕 ２００８년８월１일（금）～２００８년１１월１５일（토) 
      ※모집 정원에 달했을 시, 접수를 받지 않은 경우가 있으므로 양해해 주시기 바랍니다. 

〔출원 자격〕 

   ① 외국에 있어서 12년간의 학교 교육 과정을 수료한 자. 

   ② 출원 시에 일본어 교육 기관에서 150시간 이상의 일본어 학습력이 있는 자, 또는 일본어 능력 
시험이 4급 이상의 레벨인 자. 

〔 사  증 〕  취학 비자 

〔 학  비 〕 （세금 포함) 

 ２  년 １ 년 반 １   년 

출 원 료* ￥ 20,000 ￥ 20,000 ￥ 20,000 

입 학 금 ￥ 80,000  ￥ 80,000 ￥ 80,000 

수 업 료 ￥ 1,200,000 ￥ 900,000 ￥ 600,000 

시설・교재비 ￥ 120,000 ￥ 90,000 ￥ 60,000 

보 험 료* ￥ 4,000  ￥ 3,000 ￥ 2,000 

합    계 ￥ 1,424,000 ￥ 1,093,000 ￥ 762,000 

  ＊ 출원료는 출원 서류를 제출할 시에 지불해 주십시오. 
  ＊ 본교에서는「유학생 재해 보상 제도」가입을 의무하고 있습니다.수업중이나 등하교 시 

        의 사고에 의한 상해나 배상을 보상하는 보험입니다. 

 

 

 

 

재단 법인  후쿠오카 YMCA 일본어과 
〒 810 - 0001  후쿠오카시 중앙구 텐진 3 - 4 - 7 텐진 아사히 빌딩 2 F 

TEL: (81) 92-781-7410      

FAX: (81) 92-712-4223 
E-MAIL : f-nihongo@ymcajapan.org 

HP : http://www.ymcajapan.org/fukuoka 
 

 



출원에서 입학까지                          
 
 출원 서류를 준비  

   ↓    

 
※출원 기한…11월 15일 
 

출원서류와 출원료 (20,000엔) 를 

후쿠오카 YMCA에 제출 

※출원 서류에 불비가 있는 경우는, 접수가 

안되므로 양해해 주시기 바랍니다. 

※접수 마감전에도 모집 정원에 달했을 

경우,접수를 종료하므로 양해해 주시기 

바랍니다. 
 

      

↓   학내 서류 심사 

 입학 허가서를 발행  

   ↓ 

 후쿠오카 입국 관리국(법무성)에 신청 《춘기 입학…12월 중순 경／추기 입학…6월 중순 경》 

   ↓ 

  재류 자격 인정 증명서의 교부 결과 판명 《춘기 입학…2월 하순／추기 입학…8월 하순》 

      입국 관리국→후쿠오카 YMCA→（해외 소개 기관, 또는 보증인）→출원자 

      ☆입학금 및 학비의 납부 확인 후, 재류 자격 인정 증명서를 송부합니다. 

유효 여권 및 재류 자격 인정 증명서를 
재외 일본 공관에 제출하고, 사증을 신청 

 

   ↓    비자 발급  

일본에 와서, 학교를 방문하여  
입학 수속을 실시 
（반 편성 테스트 등） 

 

 

◆학비의 환불에 대해서 
학내 심사에 입학 불허가로 되었을 경우, 또는 입국 관리국의 심사에 의해 불허가로 되었을 경우는, 

출원료를 뺀 학비를 환불해 드립니다. 또, 영사관 등에서 비자 신청시에 교부 불가로 되었을 경우, 및 

일본에 오기 이전에 입학을 사퇴했을 경우는, 출원료 및 입학금을 뺀 학비를 환불해 드립니다. 
 
◆아르바이트에 대해서 
 본교에서는, 입국으로부터 3개월 이내에는 아르바이트를 하는 것을 금지하고 있습니다. 3개월 후, 

학교의 허가를 받아, 입국 관리국에서 자격외 활동 허가 증명서를 취득하면 아르바이트를 할 수 있습니다. 

다만, 아르바이트는 어디까지나 체제 비용을 보조하는 것이므로, 입국 시에 충분한 자금을 준비해 

주십시오. 
 


